
F ． デ フ レ対 策
関 係

府 省 等
対応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ．税 制 改 革

株式に係る課税の簡素化や財務省 ・総務 ・平成1 5 年度税制改正に 第1 56回国会に、平成15年 ①第156回国会において平
貯蓄から投資への改革のた省 ・金融庁 おいて、上場株式等の配当 度税制改正法案を提出。 成15年度税制改正法案の年
めの金融 ・証券税制の大胆 及び公募株式投資信託の収 度内成立を図る。法案の成
な見直しを行う。 益分配金並びに上場株式等

の譲渡益について、2 0 ％
源泉徴収で納税が完了する
仕組み （申告不要）を導入
するとともに、今後、5 年
間1 0 ％の優遇税率を適用
する。また、公募株式投資
信託の償還 （解約）損と株
式等譲渡益との通算を可能
とすることとしている。

立・施行にあたっては、新しい
制度が国民に利用されるよう
政府広報等の手段によりPR・
情報提供を行う。
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F ． デ フ レ対 策
関 係

府 省 等
対応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

二 ． 金 融 シス テ ム 改 革

（3）経営力戦略 財務省、 中堅企業等の徹底した経営 経営改革に遅れの見られる 15年3月期決算を受けた経営 ①14年度内に実績が出る方
関係府省は、中堅企業等の 経済産業省 改革を推進するため、日本 中堅企業等において抜本的 改革計画等への対応。 向で調整中
徹底した経営改革を推進す 政策投資銀行において、事 経営改革計画が策定 （融資 ⑧15年3月期決算を受けた経
るため、事業再生を進める 業者の抜本的な経営改革に 相談中の企業において実 営改革計画の策定等に伴い
融資制度を整備する。 不可欠な長期運転資金等を

供給する融資制度 （事業構
造改革促進融資）を創設
（平成14年7月16日）。

施）。 実績増加の見通し
③16年3月期決算を受けた経
営改革計画の策定等に適切
に対応

ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

（31経営力戦略
関係府省は、中堅企業等の

財務省、
経済産業省

中堅企業等の徹底した経営
改革を推進するため、日本

経営改革に遅れの見られる
中堅企業等において抜本的

15年3月期決算を受けた経営
改革計画等への対応。

①14年度内に実績が出る方
向で調整中

徹底した経営改革を推進す 政策投資銀行において、事 経営改革計画が策定 （融資 ②15年3月期決算を受けた経
るため、事業再生を進める 業者の抜本的な経営改革に 相談中の企業において実 宮改革計画の策定等に伴い
融資制度を整備する。 不可欠な長期運転資金等を

供給する融資制度 （事業構
造改革促進融資）を創設
（平成14年7月16日）。

施）。 実績増加の見通し
⑨16年3月期決算を受けた経
営改革計画の策定等に適切
に対応
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F ． デ フ レ対 策
関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

口 ． 歳 出 改 革

・歳出削減を行いつつ、改 平成15年度予算において、 ①歳出削減 平成十六年度の財政運営目 同左
革の成果を他の政策分野に 削減すべきものは削減した ・予算執行調査の結果等を 標については、 「改革と展
柔軟に再配分 上で、真に重要な施策に 活用した、徹底した単価の 望」において示された中長

は、編成過程を通じて大胆 見直し 期的な財政運営のあり方等
に重点配分。 ・公共事業関係の国庫補助

負担金の削減

・雇用保険制度の抜本的見
直しによる制度の安定的運
営の確保
②重点配分

・科学技術振興費につい
て、総合科学技術会議によ
る優先順位付け （SABCIを踏
まえた大胆な再配分

・公共投資について、大都
市圏拠点空港や三大都市圏
環状道路等への重点配分

を踏まえながら、今後検
討。
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F ． デ フ レ対 策
関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

二 ． 金 融 シ ス テ ム 改 革

日本政策投資銀行による事 ・財務省 ・企業再生ファンドへの出資制 ・企業再生ファンドの組成の促
進

・事業再生の円滑な進捗

企業再生ファンドへの出資制
業再生 ・産業再編に係る支 金融庁 度についてF‘運用の弾力化 度、DIPファイナンス、‾産業活
援機能の充実

・企業再生ファンドへの出
資制度の拡充、再建企業の
資産を買収 ・承継する第三
者企業に対する融資制度の
充実等を行う。

経済産業省

・財務省
経済産業省

（平成14年11月22日）

・再建企業の資産を買収・承
継する第三者企業に対する融
資制度について、融資対象に
営業権等の非設備資金を加え
る等の制度拡充（平成14年11
月22日）

力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

・金融市場の活性化を図 財務省 日本政策投資銀行に、金融・ 民間金融機関の取り組むロー リスクアセット圧縮により与信
リ、適切な資金の供給がな経済産業省 資本市場活性化のため、ロー ン担保証券（C LO）に対する の改善を図る民間金融機関の
されるよう、ローン担保証
券 （C L O ）を含むクレ
ジット・デリバティブの活
用など、金融上の仕組みの
整備に対する支援を行う。

ン担保証券（C LO ）等の組成
を支援する制度を創設（平成
14年11月22日）

支援を実施 取組に適切に対応

・厚みのある市場を整備す財務省 日本政策投資銀行に、金融・ 民間金融機関の取り組むロー 厚みのある市場の整備等につ
るとともに、金融市場の活経済産業省 資本市場活性化のため、ロー ン担保証券（C LO ）に対する ながる民間金融機関の取組に
性化を図るため、日本政策
投資銀行は、民間金融機関
と連携して証券化の手法を
活用する。

ン担保証券（C LO ）等の組成
を支援する制度を創設（平成
14年11月22日）

支援を実施 適切に対応
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ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

日本政策投資銀行による事 ・財務省 ・企業再生ファンドへの出資制 ・企業再生ファンドの組成の促 企業再生ファンドへの出資制
業再生 ・産業再編に係る支 金融庁 度について、運用の弾力化 進

・事業再生の円滑な進捗

度、D IPファイナンス、産業活
援機能の充実

・企業再生ファンドへの出
資制度の拡充、再建企業の
資産を買収・承継する第三
者企業に対する融資制度の
充実等を行う。

経済産業省

・財務省
経済産業省

（平成14年11月22日）

・再建企業の資産を買収・承
継する第三者企業に対する融
資制度について、融資対象に
営業権等の非設備資金を加え
る等の制度拡充（平成14年11
月22日）

力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

・小規模事業者の融資に係 財務省 国民公庫が貸付を行うにあ 実績値く～2月28日まで） 制度創設から間もないが、当 これまでの第三者保証人の徴
る第三者保証人要件を緩和 厚生労働省 たり第三者保証人を徴求せ 506件、24億4，100万円 該制度が更に小規模事業者 求に限らず、今後は第三者保
する （国民生活公庫・沖縄 ず、信用リスクを金利に反 の方々に利用され、現下の厳 証人不要の特例措置について
公庫）。 映させた上で本人保証等に しい金融経済環境において、 も小規模事業者の方々に利用

より貸付が行える制度を創 制度創設の目的が果たされる してもらうことにより、制度創設
設 （本年1 月27日創設） ことを期待しているところ。 の目的が果たされることを期

待しているところ。
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F ．デ フ レ対策
関係

府省 等
対 応状況 主な成 果 課 題 これ か らの取 り組 み

ホ ．その他 の制

度改革

○中小企業の発行する社債経済産業省 ・1 3年4月創設以来の実 ・平成1 5年1月末現在の ・本制度創設から約2年弱 ・中長期的な取り組みとし
に対して信用保証協会が保 続を踏まえ、制度を利用で 実績は、6，6 1 9件、 経ち、順調に制度が活用さ て、制度の着実な実施を図
証を行う特定社債保証制度 きる中小企業者の要件を緩 5，9 6 2億円。 れているが、本制度を一層 るとともに、一層の普及広
につき、利用者ニーズに応 和し、制度の拡充措置を講 推進するため、更なる普及 報活動などを推進する。
じた要件の見直し等の措置
を講じる。

じ、1 4年4月より実施し
た。

広報活動が課題。

政策目標F・経産省・改革工程表 Pagel



●　　　　　　　　　　　●

F．デフレ対策 対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ィ．税制改革
経済産業省は、企業の壁を
越えた大胆な事業再編や産
業再編を促進するために、
産業活力再生特別措置法を
平成14年度中に抜本強化
に向けて見直す。その際、
あわせて時限的に設備廃
棄・雇用調整等の円滑化、
企業組織再編の円滑化、分
離独立による再生等を通じ
た産業再編の促進を図る。

業再生法の抜本
を1月28日に閣議決定
し、国会に提出。

既存の事業再構築計画に加
えて新たに3計画の認定制
度を追加。また、税制、政
策金融等の措置、商法の特

例Iこついて、支援措置を大
幅に拡大。

平成15年3月
未を申請期限としているた
め、事業者が計画申請を行
いうる期間に間断が生じな
いよう、法案の早期の成立
が必要。

法案の成立。
②新法の的確な運営

八．規制改革
経済産業省は、 企業の壁を
越えた大胆な事業再編や産
業再編を促進するために、
産業活力再生特別措置法を
平成14年度中に抜本強化
に向けて見直す。その際、
あわせて時限的に設備廃
棄・雇用調整等の円滑化、
企業組織再編の円滑化、分
離独立による再生等を通じ
た産業再編の促進を図る。

経済産業省
を1月28日に閣議決定
し、国会に提出。

再構築計画に加
えて新たに3計画の認定制
度を追加。また、税制、政
策金融等の措置、商法の特
例について、支援措置を大
幅に拡大。

現行法は、平成15年3月
未を申請期限としているた
め、事業者が計画申請を行
いうる期間に間断が生じな
いよう、法案の早期の成立
が必要。

法案の成立。
（む新法の的確な運営。

政策目標F基本方針2002（経済活性化戦略）・ Pagel



●　　　　　　　　　　　●

二 ．金融 シス テム 改革

経済産業省は、企業の壁を経済産業省 ・産草再生法の抜本改正案 ‾既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5年3 月 ①法案の成立。
越えた大胆な事業再編や産 を1 月2 8 日に閣議決定 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた ②新法の的確な運営。
業再編を促進するために、 し、国会に提出。 鹿を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行
産業活力再生特別措置法を 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
平成 1 4 年度中に抜本強化 例について、支援措置を大 いよう、法案の早期の成立
に向けて見直す。その際、
あわせて時限的に設備廃
棄・雇用調整等の円滑化、
企業組織再編の円滑化、分
離独立による再生等を通じ
た産業再編の促進を図る。

幅に拡大。 が必要。

・政策投資銀行による事業再 産業投資特別会計からの増 産業再生法との整合性を確保
生ファンドへの出資制度を拡 資5 0 0 億円により、フア しつつ、着実なファンド出資を
充。産業再編に資する事業を
対象に加えた。

ンド規模1 0 0 0 億円を増
額 （合計規模2 0 0 0 億
円）。

行う。

関係府省は、中堅企業等の財務省、経 日本政策投資銀行におい 経営改革に遅れの見られる中 15年3月期決算を受けた経営改①14年度内に実績が出る方
徹底した経営改革を推進す済産業省 て、中堅企業等の徹底した 竪企業等において抜本的経営 革計画等への対応。 向で調整中。
るため、事業再生を進める 経営改革を推進するための 改革計画が策定 （融資相談中 ②15年3月期決算を受けた経
融資制度を整備する。 融資制度 （事業構造改革促

進融資）を創設 （平成14年7
月16日）。

の企業において実施）。 営改革計画の策定等に伴い
実績増加の見通し。
③16年3月期決算を受けた経
営改革計画の策定等に適切
に対応。

政策目標F基本方針2002（経済活性化戦略） Page2



ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

経済産業省は、企業の壁を 経済産業省 イ早期事業再生ガイドライン 早期事業再生の慣行定着に 政府の取り組むべき課題につ
越えた大胆な事業再編や産 （案）」を作成、2 月14 日よりパ 向けて、・官民の取り組むベ いては、関係省庁と協力しつ
業再編を促進するために、 ブリックコメントを開始（20 日 き課題を提案。 つ迅速に制度を整備し、民間
産業活力再生特別措置法を
平成 1 4 年度中に抜本強化
に向けて見直す。その際、
あわせて時限的に設備廃
棄 ・雇用調整等の円滑化、
企業組織再編の円滑化、分
離独立による再生等を通じ
た産業再編の促進を図る。

迄）。2 月下旬に正式公表。 が取り組むべき課題について
は、広く関係者に働きかける。

関係府省は、中堅企業等の 財務省、経 日本政策投資銀行におい 経営改革に遅れの見られる申 15年3月期決算を受けた経営改（9 14年度内に実績が出る方
徹底した経営改革を推進す 済産業省 て、中堅企業等の徹底した 堅企業等において抜本的経営 草計画等への対応。 向で調整中。
るため、事業再生を進める 経営改革を推進するための 改革計画が策定 （融資相談中 （診15年3月期決算を受けた経
融資制度を整備する。 融資制度 （事業構造改革促

進融資）を創設 （平成14年7
月16日）。

の企業において実施）。 営改革計画の策定等に伴い
実績増加の見通し。
③16年3月期決算を受けた経
営改革計画の策定等に適切
に対応。

経済産業省は、平成 1 4 年 経済産業省 く売掛債権担保融資保証制度 平成 1 5 年3月7日現在の実 本制度創設から約一年経 中長期的な取り組みとし
度から、売掛債権担保等保 の推進〉 綾は、保証承諾件数5．518 ち、累次の制度改善を行っ て、制度の着実な実施を図
証の推進、中小企業信用 リ 平成 1 4 年 1 1 月 1 1 日よ 件、．融資実行額2，523億円 てきたが、本制度を一層推 るとともに、一層の普及広
スク情報データベース （C リ、契約締結時より借入れ （平成 1 4 年 1 0 月未にお 進するため、更なる普及広 報活動などを推進する。
R D ）の活用、中小企業金 が出来るよう、制度改善を．いては、 3 ， 3 8 2 件、 報活動が課題。

融におけるミドルリスクマ
ネー供給の円滑化等により
資金供給を多様化する。

行った。また、平成 1 5 年
2 月 1 0 日より、本制度の
保証料率を 1 ％から0 ． 8

5 ％に引き下げ、制度の普
及に努めた。

1 ， 3 9 0 億円の実槙）。

政策目標F基本方針2002（経済活性化戦略） Page3



経済産業省 くC R D の活用〉 1－5年2月未現在で、全国的 平成 1 1 年度より本データ 信用保証協会と金融機関の
信用保証協会や金融機関の 140万の中小企業者の財務 ペースの構築が始まった 業務に適切に活用されると
業務においてこ　C R D は着 データ等が蓄積された （9 が、今後においてもより多 ともに、中小企業に対する
実に活用されている。平成 月末時点では1 2 9 万 くの財務デ十夕を収集し、 円滑な資金供給等の実現を
1 4 年 4 月 1 日より信用保 件）。また、会員金融機関 信頼性を上げていくことが 図っていく。また 1 5 年度
証協会の保証料率の割引制 についても、 2 7 銀行が参 課題。 より、中小企業の経営進路
度が導入にされるに伴い、 加している （9 月末時点で 形成支援として、ネット上
本データベースが積極的に
活用されている。

は2 5 銀行）。 で中小企業が経営実態を自
己判断できるシステムを構
築する中で、C R D が活用
される予定。

経済産業省は、平成1 4 年度
から、創造力や意欲に富んだ

経済産業省 中小企業信用保険法を第155回
臨時国会で改正し、セーフティネッ

（平成15年2月未現在の実績）
セーフティネット保証・貸付は、約

事業再生を促進するための金融
セーフティネットの整備として、企

中長期的な取り組みとして、制度
の着実な実施を図るとともに、－

中小企業の事業再生を促進す ト保証の拡充を行った。また、「改 20万件、約4兆6000億円。DIP 業再建貸付1資金繰り円滑化借 層の普及活動に努める。
るため、円滑な資金供給等の 革加速プログラム」等を受けて、 ファイナンスは、55件、44億3，200 換保証制度の創設等を行った
セーフティネットを確保す 中小企業に対する金融セーフティ万円。資金繰り円滑化借換保証 が、本制度をより普及定着するた
る。 ネット対策として、セーフティネット制度については、2月10 日より制 めに、中小企業看、各金融機関

貸付・DIPファイナンスの拡充、ま
た、保証付借入金の借換えや債
務の一本化等を促進することによ
り、中小企業の資金繰りを円滑化
する「資金繰り円滑化借換保証制
度」の創設等を行った。14年度末
までに、各地域における説明会の
開催やリーフレットの配布等の広
報活動を行う。・

度を開始したが、3月7日までの実
績として、18．778件、3，027億円。

等への普及活動が課題。
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